
東
大
阪
市
内
の
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

及
び
児
童
発
達
支
援
の
状
況

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

児
童
発
達
支
援

A地
区

６
施
設

３
施
設

B地
区

１
５
施
設
１
５
施
設
（
う
ち
、
未
就
学
児
専
用
１
施
設
）

C地
区

６
施
設

６
施
設

D
地
区

１
４
施
設
１
３
施
設
（
う
ち
、
未
就
学
児
専
用
３
施
設
）

E地
区

７
施
設
１
３
施
設

F地
区

１
１
施
設

７
施
設
（
う
ち
、
未
就
学
児
専
用
１
施
設
）

G
地
区

７
施
設

５
施
設
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中
学
校
卒
業
後
の

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
現
状

中
学
３
年
生

年
度
末

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
利
用
者

中
学
校
卒
業
後

翌
年
度
当
初

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
利
用
者

u
平
成

26
年
度
当
初

32
人

u
平
成

27
年
度
当
初

36
人

u
平
成

28
年
度
当
初

34
人

u
平
成

29
年
度
当
初

49
人

u
平
成

25
年
度
末

35
人

u
平
成

26
年
度
末

36
人

u
平
成

27
年
度
末

37
人

u
平
成

28
年
度
末

51
人

中
学
校
卒
業
後
の
児
童
発
達
支
援
利
用
者
数

１
５
歳

１
６
歳

１
７
歳

１
人

０
人

０
人

０
人

３
人

２
人

３
人

０
人

６
人

３
人

３
人

０
人
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障
害
児
が
通
う
専
修
学
校
と
は

東
大
阪
市
の
障
害
児
が
多
く
通
う
専
修
学
校
で
は
、
自
立
し
て
生
き
て
い
く
た
め
に
役

立
つ
実
践
的
な
知
識
や
技
術
の
習
得
を
中
心
と
し
た
学
習
に
力
を
入
れ
た
総
合
学
科
に

通
う
児
童
が
多
く
、
障
害
児
に
必
要
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

①
話
す
・
書
く
な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方
法
を
学
ぶ
「
表
現
・
マ
ナ
ー
」

②
折
り
紙
や
壁
面
絵
画
、
ビ
ー
ズ
の
色
分
け
な
ど
の
軽
作
業
を
行
い
作
業
性
を
身
に
つ

け
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
作
業
実
習
」

③
調
理
道
具
の
名
称
や
包
丁
の
使
い
方
、
食
器
の
洗
い
方
な
ど
を
学
び
、
自
立
し
た
生

活
に
向
け
た
「
調
理
実
習
」

④
お
金
の
数
え
方
、
金
額
の
合
計
な
ど
の
学
習
や
電
卓
の
正
し
い
使
い
方
を
学
ぶ
「
商

業
」
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児
童
発
達
支
援

障
害
児
に
日
常
生
活
に
お
け
る

基
本
的
な
動
作
の
指
導
、
知
識

技
能
の
付
与
、
集
団
生
活
へ
の

適
応
訓
練
等
を
行
う
。
主
に
就

学
前
の
児
童
を
対
象
と
し
て
お

り
、
児
童
福
祉
法
の
適
用
を
受

け
る
１
８
歳
ま
で
利
用
可
能
。

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

学
校
教
育
法
第
１
条
に
規
定
す

る
学
校
に
通
学
す
る
障
害
児
を

対
象
に
、
放
課
後
や
夏
休
み
等

の
長
期
休
暇
中
に
お
い
て
生
活

技
能
向
上
の
た
め
に
必
要
な
訓

練
や
社
会
と
の
交
流
の
促
進
等

を
行
う
。
高
等
学
校
等
の
卒
業

ま
で
利
用
可
能
。

未
就
学
児

就 学 児

①
中
学
校
卒
業
後
も
ほ
と
ん
ど
の
児
童
が
引
き
続
き
放
課

後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
希
望
す
る
中
、
専
修
学
校

に
進
学
し
た
児
童
は
、
継
続
し
て
同
じ
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

②
児
童
発
達
支
援
の
み
指
定
を
受
け
て
い
る
事
業
所
は
就

学
前
の
児
童
の
み
が
利
用
し
て
お
り
、
児
童
発
達
支
援
と

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
両
方
の
指
定
受
け
て
い
る
事

業
所
で
な
け
れ
ば
中
学
校
卒
業
後
の
児
童
は
通
い
に
く
い
。

③
進
学
に
よ
り
日
中
の
活
動
の
環
境
が
大
き
く
変
わ
っ
た

上
で
、
放
課
後
の
療
育
施
設
ま
で
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
、

今
ま
で
築
い
て
き
た
人
間
関
係
を
全
て
リ
セ
ッ
ト
す
る
こ

と
に
な
り
当
該
障
害
児
に
大
き
い
精
神
的
負
担
を
与
え
て

し
ま
う
。

④
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
に
応
じ
て
満
２
０
歳

ま
で
利
用
で
き
る
の
に
対
し
、
児
童
発
達
支
援
は
年
齢
に

よ
る
特
例
が
な
い
た
め
、
児
童
福
祉
法
の
適
用
を
受
け
る

１
８
歳
ま
で
し
か
利
用
が
で
き
ず
、
在
学
中
に
利
用
が
打

ち
切
ら
れ
る
。

一
条
校
※

1
以
外
に
就
学

（
※

2）

一
条
校
に
就
学

（
※

2）
一
条
校
以
外
に
就
学
す
る
児
童

が
利
用
す
る
場
合
の
課
題

支
障
事
例
（
総
論
）

※
1 

 学
校
教
育
法
第
一
条
に
規

定
す
る
学
校
の
こ
と

○
学
校
教
育
法
第
一
条

こ
の
法
律
で
、
学
校
と
は
、
幼
稚
園
、

小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高

等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、
特
別
支
援
学

校
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
と
す
る
。
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１
８
歳
に
な
る
児
童
の
保
護
者
か
ら
、
希
望
の
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
が
見
つ
か
っ
た
の
で
利

用
し
た
い
と
相
談
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
児
童
は
専
修
学
校
に
通
っ
て
い
た
た
め
、
利
用
が
で
き
な

か
っ
た
。
そ
の
事
業
所
を
あ
き
ら
め
、
児
童
発
達
支
援
の
指
定
を
受
け
て
い
る
事
業
所
を
探
し
て

改
め
て
利
用
申
請
の
相
談
が
あ
っ
た
が
、
本
児
童
の
誕
生
日
が
５
月
で
あ
り
、
１
８
歳
に
な
っ
て

い
た
た
め
、
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
た
児
童
が
、
中
学
校
卒
業
後
、
専
修
学
校
に
進
学
し

た
た
め
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
は
利
用
で
き
な
く
な
り
、
児
童
発
達
支
援
の
サ
ー
ビ
ス
に

切
り
替
え
を
し
た
。
利
用
し
て
い
た
事
業
所
は
、
た
ま
た
ま
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
と
児
童

発
達
支
援
の
両
方
の
指
定
を
受
け
て
い
た
た
め
、
事
業
所
は
変
わ
ら
ず
利
用
で
き
た
。
高
校
３

年
生
に
な
り
、
誕
生
月
が
６
月
の
た
め
、
児
童
発
達
支
援
の
利
用
は
今
年
６
月
末
で
終
了
と
な

る
。
こ
の
児
童
は
、
発
達
障
害
が
あ
り
、
継
続
し
て
療
育
を
受
け
た
い
と
希
望
し
て
い
る
。
長

年
利
用
す
る
こ
と
で
安
定
し
て
い
た
生
活
リ
ズ
ム
な
ど
が
変
化
す
る
な
ど
療
育
を
受
け
ら
れ
な

く
な
る
こ
と
で
の
影
響
が
心
配
さ
れ
る
。

支
障
事
例
（
具
体
例
）
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児
童
福
祉
法
に
規
定
さ
れ
た
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
対
象
者
を
拡
大
す
る
こ
と
で
障
害
が
あ

る
児
童
が
等
し
く
療
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

児
童
福
祉
法
の
改
正
に
よ
り
専
修
学
校
に
通
う
児
童
が
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
れ
ば
、

切
れ
目
の
な
い
公
平
・
公
正
な
安
定
的
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、

希
望
す
る
進
学
先
を
障
害
の
無
い
児
童
と
同
じ
よ
う
に
自
由
に
選
択
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
住
民
の
利

便
性
が
向
上
す
る
。

提
案
現
在
、
学
校
教
育
法
第
１
条
に
規
定
す
る
学
校
に
通
う
児
童
の
み
が
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
学
校
教
育
法
第
１
２
４
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
に
通
う
児
童
に
お
い
て
も
、

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
よ
う
児
童
福
祉
法
の
基
準
の
緩
和
を
求
め
る
。

法
改
正
に
よ
る
効
果
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